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次

ペ
ー
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

　
　
規　
則

○
秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
及
び
秋
田
県
日
額
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を

　

改
正
す
る
規
則
（
七
三
・
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　

規
則
（
七
四
・
地
域
活
動
支
援
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

　

秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
及
び
秋
田
県
日
額
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
規
則
第
七
十
三
号

　
　
　

秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
及
び
秋
田
県
日
額
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を

　
　
　

改
正
す
る
規
則

　

（
秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　
秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
六
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
八
条
中
「
日
当
」
を
「
現
地
経
費
」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」

を
「
第
四
十
一
条
第
三
項
」
に
、
「
各
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」

を
「
と
お
り
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
、
旅
行
中
」
を
「
旅

行
中
」
に
、
「
日
当
」
を
「
現
地
経
費
」
に
、
「
二
分
の
一
に
相
当
す
る

額
は
」
を
「
全
額
を
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又

は
」
に
、
「
日
当
」
を
「
現
地
経
費
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す

る
。

　
　

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。

　
　

（
赴
任
経
費
）

　

第
十
三
条　
条
例
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
別
表
第

三
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
し
、
同
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
費
用

は
同
表
上
欄
に
定
め
る
費
用
と
す
る
。

　
　

別
表
第
一
の
表
の
備
考
一
及
び
別
表
第
一
の
二
の
表
の
備
考
中
「単

純
労
務
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

」
を
「単

純
労
務
の
職
員
の
給
与
等

に
関
す
る
規
程

」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
二
中
「
第
十
条
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
、
同
表
第
六
号
中

「
第
二
十
八
条
第
一
号
」
を
「
第
二
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、

「
又
は
車
賃
」
を
「
及
び
車
賃
」
に
改
め
、
同
表
第
七
号
中
「
日
当
」
を

「
現
地
経
費
」
に
改
め
、
同
表
第
十
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　
　

十
九　

条
例
第
二
十
条
第
二
項
│
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

　
　
　

に
規
定
す
る
現
地
経
費　
　

│
や
む
を
得
な
い
事
情
を
証
明
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│
書
類
及
び
そ
の
支
払
を
証
明
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│
に
足
る
書
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

　
　

二
十　

条
例
第
二
十
四
条
に
規
│
そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

　
　
　

定
す
る
赴
任
経
費　
　
　
　

│
類

　
　

別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

　

別
表
第
三
（
第
十
三
条
関
係
）

　

（
秋
田
県
日
額
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　
秋
田
県
日
額
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
六

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
三
条
中
「
別
表
第
三
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

　

２　
前
項
の
日
額
旅
費
の
額
は
、
千
円
と
す
る
。

　
　

第
三
条
の
二
第
三
項
中
「
別
表
第
四
に
」
を
「
別
表
第
二
に
」
に
改

め
、
同
項
第
一
号
中
「
及
び
別
表
第
四
」
を
「
及
び
別
表
第
二
」
に
、

「
別
表
第
四
の
」
を
「
別
表
第
二
の
表
の
備
考
に
定
め
る
」
に
改
め
る
。

　
　

第
四
条
第
一
項
中
「
第
二
条
又
は
」
及
び
「
二
分
の
一
に
相
当
す
る
」

を
削
る
。

　
　

別
表
第
一
中
「
一
二
、
六
五
〇
円
」
を
「
一
二
、
二
二
〇
円
」
に
、

「
一
一
、
三
四
〇
円
」
を
「
一
〇
、
九
一
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
〇
三
〇

円
」
を
「
九
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
四
八
〇
円
」
を
「
一
一
、
〇

　

五
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
三
〇
〇
円
」
を
「
九
、
八
七
〇
円
」
に
、

「
九
、
一
二
〇
円
」
を
「
八
、
六
九
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
五
四
〇
円
」

を
「
一
〇
、
二
四
〇
円
」
に
、
「
九
、
四
五
〇
円
」
を
「
九
、
一
五
〇

円
」
に
、
「
八
、
三
六
〇
円
」
を
「
八
、
〇
六
〇
円
」
に
、
「
九
、
五
五

〇
円
」
を
「
九
、
二
五
〇
円
」
に
、
「
八
、
五
七
〇
円
」
を
「
八
、
二
七

〇
円
」
に
、
「
七
、
五
九
〇
円
」
を
「
七
、
二
九
〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
を
削
り
、
別
表
第
四
を
別
表
第
二
と
す
る
。

　
　
　
附　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
の
規
定
は
、

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
日
額
旅
費
支
給
規
則
の
規
定

は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
規　
　
　
　
　
　
則

対

象

費

用

一　

新
在
勤
地
に
到
着
後
直

ち
に
県
公
舎
又
は
自
宅
に

入
居
で
き
な
い
場
合
に
お

け
る
職
員
及
び
扶
養
親
族

の
宿
泊
に
要
す
る
費
用

二　

赴
任
に
伴
う
各
種
手
続

の
た
め
の
新
居
住
地
と
旧

居
住
地
と
の
往
復
に
要
す

る
費
用

三　

県
公
舎
に
入
居
を
希
望

す
る
職
員
が
県
公
舎
に
入

居
で
き
ず
、
自
ら
居
住
す

る
た
め
の
住
宅
（
貸
間
を

限　
　
　

度　
　
　

額

条
例
別
表
第
一
に
定
め
る
宿
泊
料

の
額
（
扶
養
親
族
の
う
ち
十
二
歳

以
上
の
者
に
つ
い
て
は
当
該
額
の

三
分
の
二
、
十
二
歳
未
満
の
者
に

つ
い
て
は
当
該
額
の
三
分
の
一
に

相
当
す
る
額
）
の
三
倍
に
相
当
す

る
額

往
復
に
係
る
旅
行
二
回
に
つ
い

て
、
条
例
の
規
定
に
よ
り
計
算
さ

れ
る
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、

車
賃
、
宿
泊
料
及
び
現
地
経
費
の

合
計
額
並
び
に
有
料
の
道
路
を
利

用
し
た
場
合
の
そ
の
利
用
に
係
る

料
金
の
額

礼
金
及
び
こ
れ
に
類
す
る
費
用
並

び
に
仲
介
手
数
料
及
び
こ
れ
に
類

す
る
費
用
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
額
を
家
賃
の
月

含
み
、
知
事
が
定
め
る
住

宅
を
除
く
。
）
を
借
り
受

け
た
場
合
に
負
担
す
る
礼

金
、
仲
介
手
数
料
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
費
用

額
と
み
な
し
て
、
一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
一
条

の
四
第
二
項
第
一
号
の
規
定
を
適

用
し
て
得
ら
れ
る
額
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市
山
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七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
規
則
第
七
十
四
号

　
　
　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　

規
則

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
秋
田
県
規
則

第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め

る
。

　

第
十
七
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日
（
第
二
千
三
十
四
号
）
公
布
秋
田
県
行
政

組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
原
稿
誤
り
）

　

一　
　
　

中　
　

十
二　
　
　
　

第
十
三
号　
　
　
　

第
十
六
号
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